
喜多方市高齢・介護施設等価格高騰重点支援交付金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、光熱費や燃料費などの価格高騰の影響による負担増が市内高齢・介護施設

等の経営を圧迫しており、運営活動の悪化が懸念されることから、運営活動の維持を支援する

ため市内高齢・介護施設等に対し、喜多方市補助金等の交付等に関する規則（平成 18年喜多方

市規則第 48号以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内にお

いて交付金を交付する。 

 

（定義） 

第２条  この要綱において「高齢・介護施設等」とは、「介護保険法（平成９年法律第 123号）、

老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年

法律第 26号）に基づく介護サービス等を提供する施設・事業所」のうち、別表の第１に定める

ものをいう。 

 

（交付の対象） 

第３条  交付の対象者は、市内に別表の第１に定める高齢・介護施設等を設置し、運営している

法人等とする。 

２  交付金の申請等の手続きについては原則として高齢・介護施設等を運営する法人等（以下

「運営法人等」という。）が対象の事業所について一括して行うものとする。 

 

（交付額） 

第４条  交付金は、令和７年度における光熱費及び車両燃料費等に対して交付するものとし、そ

の金額は、別表の第２の対象施設等の区分ごとに定める交付金額に基づいて算出した額のとお

りとする。 

 

（交付金の交付申請等） 

第５条  この要綱による交付金を受けようとする運営法人等（以下「申請者」という。）は、規則

第４条第１項の規定により、喜多方市高齢・介護施設等価格高騰重点支援交付申請書兼実績報

告書（様式第１号）を市長が別に定める日までに提出するものとする。なお、交付金の実績報

告書は、交付申請書と兼用するものとする。 

 

（決定等の通知） 

第６条  市長は、規則第４条第１項の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書

類を審査し、内容が適正であると認められた場合は、速やかに交付金の交付を決定するととも

に、交付金の額を確定し、当該申請者に喜多方市高齢・介護施設等価格高騰重点支援交付金交

付（不交付）決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 

 



（申請を取り下げることができる期日） 

第７条  規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定通知を受けた日から起算し

て 10日を経過した日とする。 

   

（交付決定の取消し） 

第８条  市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定を取り消すこ

とができる。 

⑴  偽り、その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。 

  ⑵  規則又はこの要綱の規定に違反する行為があったとき。 

⑶  前２号に掲げる場合のほか、補助金の交付の目的に著しく反する行為があったとき。 

 

（交付額の確定） 

第９条  第６条の場合において、その交付の決定の内容が第５条の規定に定める様式（以下「申

請書等」という。）の内容と同一であるときは、当該申請書等は規則第 13条第１項の規定によ

る報告とみなすことができるものとし、市長は、当該交付の決定に合わせて、当該報告に基づ

き交付すべき額を確定することができるものとする。 

２  第６条の場合において、その交付の決定の内容が申請書等の内容と異なる部分があるとき

は、申請者は、市長が定めるところにより、規則第 13条第１項の規定による報告をしなければ

ならない。 

 

（交付金の請求） 

第 10条  第６条の交付の決定を受けた者は、喜多方市高齢・介護施設等価格高騰重点支援交付金

請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

 

（交付金の返還） 

第 11条  申請者が第８条の規定により交付の決定を取り消された場合において、交付金の交付を 

受けているときは、速やかに当該交付金を返還しなければならない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第 12条  申請者は、交付金と交付金以外の経理とを明確に区分し、その収支状況を記載した会計

帳簿、領収証その他の書類（以下「会計帳簿等」という。）を整備し、事業の完了した日の属す 

る会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておくとともに、市長等から求めがあった場合

には、速やかに会計帳簿等を提出しなければならない。 

 

（その他） 

第 13条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

      附  則 

   この要綱は、令和８年２月 20日から施行し、令和７年度分の交付金に適用する。 



別表

第１ 高齢・介護施設等の範囲（要綱第２条関係）

分類

訪問系・通所系事
業所

複合型サービス事
業所

入所系事業所

※ 訪問系事業所においては、障害者総合支援法に基づくサービス（居宅介護、重度訪問介護）も含まれる。

※ 一の建物内に複数事業所が存する場合も、それぞれの事業所ごとに申請は可能とする。

※ 短期入所生活介護について、空床利用の場合は交付の対象としない。

※ 通所型サービス事業所においては、拠点となる事業所数を交付対象とする。

※ 総合事業における訪問型・通所型サービス事業所については、単独で運営している事業所のみ対象とする。他の事業所と併設されている場合は

   対象外とする。

第２ 交付金の額等（要綱第４条関係）

通所系事業所

対象施設等の区分

入所系事業所

１事業所あたりの基礎額    140,000円

介護サービス等を提供する施設・事業所

居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、通所介護（通所型含む）、通所リハビリテーショ
ン、地域密着型通所介護、地域密着型認知症対応型通所介護

地域密着型小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護、地域密着型ユニット型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅

１事業所あたりの基礎額    102,000円

・基準日（令和８年２月１日）現在において、運営している事業
  所（申請日時点で、廃止・休止していないこと）であること。

・入所定員数は令和８年２月１日時点における県又は市に届出等
  を行っている定員であること。

・同一の事業所で介護保険と障がい福祉の両方のサービス（共生
  型サービス）を一体的に行っている場合は、主として使用して
  いるサービス（高齢者又は障がい者）で申請すること。（重複
  申請はできません）

・喜多方市の補助金等において類似する補助金等の交付申請をし
  ていないこと。

市内に所在する交付対象施
設等を運営する法人等（地
方公共団体を除く）

交付要件交付金額

入所定員数×16,000円(合計額の千円未満を
切り上げ)

１事業所あたりの基礎額  　140,000円
宿泊サービス利用定員数×   16,000円(合計
額の千円未満を切り上げ)

複合型サービス
事業所

訪問系事業所

交付対象者


